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自然資本・生物多様性



1.
生物多様性、自然、水への影響や依存度を開示するように
求める投資家や金融規制当局からの新たな圧力に、私の
ビジネスはどのように対応すればよいでしょうか？

2.
人々の期待に応え、コストのかかる遅延を防ぐために、

人・気候・自然に配慮したビジネス戦略を実現するために
はどうすればよいでしょうか？

3.
水や原材料へのアクセスがますます制限される中、サプ
ライチェーンのレジリエンスを高め、混乱を回避するには
どうすればよいでしょうか？

4.
企業の脱炭素かコミットメントを安全に満たすクレジット
を売買するために、特に「自然を活用した気候変動対策」
をどのように活用すればよいでしょうか？

企業は今、ビジネスと自然に関係する4つの
重要な課題に直面しています
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対応を迫られる自然関連の国際的な規制・開示要請等
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2023～24年にはTNFD本格稼働、欧州の自然関連指令の施行、各種ESG開示・評価の開始が想定されています。

自然資本・生物多様性

今後さらなる法制化・義務化・
デファクト標準化が進む可能性
（例えばTNFDのデファクト義務化、
森林DDの対象項目拡大、TCFD等
との統合化？）

昆明・モントリオール生物多様性枠組
目標15:生物多様性への負の影響低減

（②リスクの評価・モニタリング ③社会
の行動変容 ④透明性の高い開示）

EU森林DD 
2023年に採択される
見込み、現在暫定合意
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TNFD最終提言
(2023年9月）

TNFDベータV0.4
(2023年3 月）

S&P Global CSA:生物多様性
関連設問開始
（2022～）

CDP:生物多様性関連の
設問追加（2022年～）

WBCSD:定量的指標の
設定推奨
(2024年１Q頃までに）

SBTN:自然関連のSBT
の導入推奨
(2025年頃までに）

NFRD適用企業
(2024年1月～）

その他大規模企業
（2025年1月～）

中小企業
（2026年1月～）

投資家等
からの

開示・対応
の要請強化

タクソノミーに基づくEU-CSRD（企業サステナビリティ報告指令）
/ESRS



自然資本・生物多様性/ネイチャーポジティブ/TNFD対応のご支援
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ネイチャーポジティブ対応のサービス紹介

自然資本・生物多様性

本サービスの対象となる企業

• TNFDに沿った開示含めて、投資家や取引先（特に
欧州など）の要請に対応する必要がある

• 自然資本・生物多様性への具体的な取組みを検討
中の方

• ネイチャーポジティブ含む国際潮流を把握し、移行
リスクに対応しつつ今後の自社の進む方向性を
整理したい

• 自社の事業活動と自然資本・生物多様性の関係性
を整理したい

• 自然資本・生物多様性への依存や影響の大きく、
将来的に原材料の安定的な調達リスクがある

• カーボンニュートラル戦略の一環として、自然を活用
した気候変動対策に取り組みたい

• 企業市民として自然環境保全に貢献したい

ベンチマー
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マテリアリ
ティ分析

戦略・目標
設定

ロケーション
ベースのア
セスメント

サプライ
チェーン
での対応

投資戦略・
資本投下

モニタリン
グ

開示

コミュニ
ケーション

戦略・計画策定 アクション（ロケーションベース含む） 開示

各企業の取り組み状況に応じた
ERMの自然資本・生物多様性サービスライン

第1ステップ

2023年 9月に発行された
TNFD提言最終版を踏まえた

自社の取り組み状況の分析、
社内意識醸成、方向性の確
認など

第2ステップ
トライアルを含めた自然資本

対応の実装、業務プロセスへの
落とし込み 、ロケーシ ョン

ベースのデータ収集など。業種
や企業特性によりカスタム対応

第3ステップ

TNFD 、 CDP 、 ISSBなどの
開示スタンダードに対応
した情報公開、企業価値
向上につなげる戦略的
コミュニケーション
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TNFD-LEAP/SBTN等ギャップ分析
オプション①

出所）上図：TNFD情報開示フレームワークβ版v0.3
下図：SBTN企業のための初期ガイダンス

サービス内容：

• TNFDが推奨するLEAPフレームワークやSBTN等に対応するに
あたり、貴社の体制や取り組みが国際基準の要請項目や水準に
準拠できているか、ギャップ分析を実施し、TNFD等に対応するため
に必要な取り組みや水準を明らかにします。

∘ 貴社ビジネスの影響する自然リスク関連規制やデファクトスタンダード
の調査と整理

∘ 自然に関する戦略や目標、行動計画等の国際基準との整合性を評価

∘ 事業影響や依存の評価を実施するに当たり、必要な評価項目・データ
を有しているかどうか（特に、Locate分析に資する情報・データの有無）

∘ LEAP等を推進するにあたっての社内体制構築状況の確認

メリット：

• 国際基準を満たす上で必要な取り組みや目指すべき水準を明確に
することができます。
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自然資本ダブルマテリアリティ
（ヒートマップ）分析

オプション②

サービス内容：

• TNFDのLEAPフレームワークへの対応も視野に、企業の事業活動の
ロケーションを踏まえて、自然資本・生物多様性の現状を整理し、
マテリアリティが高いエリアを特定します。

∘ 例えば、製造業の場合、生産拠点を対象に評価

• 原材料等のサプライチェーンに関するデータ分析についても弊社の
専門的知見及びグローバルでの経験・実績を踏まえ、アドバイスを
提供します。

∘ 主要原料の一般的な自然リスクの種類や、リスクの高い供給国・地域の
分析（ヒートマッピング）を実施

• 特定されたエリア・原材料を対象として、企業の事業活動を踏まえた
アセスメントを実施し、自然資本・生物多様性の影響(Impact)と依存
(Dependencies)を特定し、リスクと機会の評価を行います。

メリット：

• TNFD対応の第１ステップとして、企業の事業活動と自然資本・生物
多様性との関係性を整理・把握することが可能となる。

ダブルマテリアリティ分析（イメージ）
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自然対応熟度べンチマーク調査
オプション③

自然資本・生物多様性対応のベンチマーク調査（イメージ）

サービス内容：

• 企業のネイチャーポジティブへの取組みの熟度を図るフレームワーク
としてERMが独自に開発したNature Maturity Assessment Tool
(N-MAT: 自然対応熟度評価ツール)の9つの評価分野に基づき、
自社及び他社の対応状況を評価することをご支援します。

• 評価分野を各評価基準に基づき「未対応（0点）」から「統合的（100
点）」の間でスコアリングし、定量的に評価を致します（右図）。

メリット：

• 国際的な先進企業や競合他社と自社の取み度合いを比較分析でき、
今後の取組みの方向性の検討のベースとなります。

• TNFD等の情報開示要請やESG評価への対応など国際潮流を踏まえ
た自社のポジショニングを把握することができます。



イー・アール・エム日本株式会社

自然資本・生物多様性

本社

〒220-8119
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー19階

東京オフィス

〒100-0004 
東京都千代田区大手町1-6-1 
大手町ビル5階

大阪オフィス

〒530-0017
大阪府大阪市北区角田町8-47
阪急グランドビル20階

鈴木 洋平
Consulting Partner

Yohei.Suzuki@erm.com  

お問い合わせ

mailto:yasushi.hibi@erm.com
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